
                                                               

                                                              （別紙３） 

 

                                                               平成２９年１月２３日 

 

  空 知 地 域 生 活 交 通 確 保 対 策 協 議 会 議 長  様 

   （ 空 知 総 合 振 興 局 地 域 創 生 部 長 ） 

 

                                  夕 張 市 長 

 

 

一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画変更（廃止）事前回答書 

 

 平成２８年１２月２０日付けで貴職から照会のありました一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画

変更（廃止）について、事業計画変更後の生活交通確保方策及びその協議方法に係る本市の意向を次

のとおり回答します。 

 

記 

 

１ 照会のあった路線 

 

路 線 

 

番 号 

 

 

路 線 名 

 

 

運 行 系 統 

 

系 統 

キロ程 

(㎞) 

 

公的補助 

 

の 有 無 

 

関  係 

 

市町村名 

 

関係地域 

 

協議会名 

 

 

備考 

 

 

起 点 

 

経由地 

 

終 点 

1 中学校～オソウ

シ入口 

中学校前 沼の沢 552

番地 

オソウシ入口 19.5（往）

19.4（復） 

道・市町村 夕張市 空 知 地 域

生 活 交 通

確 保 対 策

協議会 

 

上記の内、実際の休

止（廃止）区間 

起点 終点 キロ程 

夕張市紅葉山75番

地先 

夕張市滝の上13番

地 2 先 

7.434 

夕張市沼の沢 213

番地先 

夕張市清陵町62番

地先 

3.668 

  （計１路線） 

 

２ 事業計画変更後の生活交通確保方策に係る協議方法について 

 

・ 協議会での協議が必要（付議案件） 

 

 

 

理 由 

 

 

 

 

 照会のあった路線の主な利用者は小中学校の児童生徒で 

あり、現在、進めている市内交通の再編に係る基本方針で 

も児童生徒の輸送を第一に確保すると定めている。 

 こういう状況下での路線廃止申出であることから、夕張 

市地域公共交通協議会内での説明を求めるものであり、代 

替確保についても同協議会内での協議を要するため。 

 

 

 

・ 協議会等の開催は不要（包括案件） 

 

・ 地域公共交通会議での協議が必要 

 （地域公共交通会議協議案件） 

 

 

３ その他 
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